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二
次
試
験
日
　
10
月
16
日
㈯
～
21

日
㈭
の
う
ち
指
定
す
る
１
日

　
三
次
試
験
日
　
二
次
試
験
合
格
者

の
み
通
知

自
衛
官
候
補
生
（
男
子
・
女
子
）

○
応
募
資
格

採
用
予
定
月
の
１
日
現
在
、
18
歳

以
上
33
歳
未
満
の
男
子
・
女
子

○
試
験
日
及
び
試
験
会
場

受
付
時
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

ま
た
、
試
験
期
日
の
詳
細
は
お
問

い
合
わ
せ
下
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防

止
の
観
点
か
ら
、
試
験
日
時
は
延

期
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

※
年
齡
要
件
等
詳
細
は
、
募
集
案
内

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

防
衛
省
自
衛
隊
茨
城
地
方
協
力
本

部
筑
西
地
域
事
務
所

☎
０
２
９
６
（22）
７
２
３
９

　
個
人
事
業
税
の
口
座
振
替
納
税

は
、
公
共
料
金
と
同
じ
よ
う
に
預
金

口
座
か
ら
自
動
的
に
納
税
が
で
き
安

全
で
大
変
便
利
で
す
。

　
お
申
し
込
み
は
、
預
金
口
座
の
あ

る
金
融
機
関
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除

く
）
で
簡
単
に
で
き
ま
す
の
で
、
印

鑑
を
ご
持
参
の
う
え
お
出
か
け
く
だ

さ
い
。

一
般
曹
候
補
生

○
応
募
資
格

採
用
予
定
月
の
１
日
現
在
、
18
歳

以
上
33
歳
未
満
の
方

○
受
付
期
限

７
月
１
日
㈭
～
９
月
６
日
㈪
ま
で

（
締
切
日
必
着
）

○
試
験
日

一
次
試
験
日
　
９
月
16
日
㈭
～
19

日
㈰
の
う
ち
指
定
す
る
１
日

※
試
験
場
は
受
付
時
ま
た
は
、
受
験

票
交
付
時
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

二
次
試
験
日
　
10
月
９
日
㈯
～
24

日
㈰
の
う
ち
指
定
す
る
１
日

※
試
験
場
は
第
１
次
試
験
合
格
通
知

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

航
空
学
生
（
海
上
・
航
空
）

○
応
募
資
格

海
上
自
衛
隊

　
18
歳
以
上
23
歳
未
満
の
方
（
高
卒

者
（
見
込
含
）
ま
た
は
、
高
専
３

年
次
修
了
者
（
見
込
含
）
）

　
航
空
自
衛
隊
　

　
18
歳
以
上
21
歳
未
満
の
方
（
高
卒

者
（
見
込
含
）
ま
た
は
、
高
専
３

年
次
修
了
者
（
見
込
含
）
）

○
受
付
期
限

７
月
１
日
㈭
～
９
月
９
日
㈭
ま
で

（
締
切
日
必
着
）

○
試
験
日

一
次
試
験
日
　
９
月
20
日
㈪

自
衛
官
募
集
の
お
知
ら
せ

個
人
事
業
税
の
納
税
は

便
利
な
口
座
振
替
で

○
お
問
い
合
わ
せ

筑
西
県
税
事
務
所
　
総
務
課
管
理

担
当

☎
０
２
９
６
（24）
９
１
８
４

　
清
水
丘
聖
地
霊
園
に
お
い
て
返
還

さ
れ
た
区
画
が
生
じ
た
た
め
、
新
た

に
使
用
者
を
募
集
し
ま
す
。

○
募
集
区
画
　
11
区
画

○
申
請
書
配
布
期
間

８
月
２
日
㈪
～
８
月
25
日
㈬

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

○
お
申
し
込
み
期
間

８
月
12
日
㈭
～
8
月
25
日
㈬

午
前
８
時
30
分
～
午
後
5
時

※
申
込
者
が
多
い
場
合
は
、
区
画
ご

と
に
抽
選

○
抽
選
日

８
月
29
日
㈰
午
前
９
時

○
申
込
資
格

申
込
日
時
点
で
６
か
月
以
上
五
霞

町
、
境
町
、
坂
東
市
、
古
河
市
に

住
民
登
録
を
し
、
現
在
も
居
住
し

て
い
る
方
で
世
帯
主
ま
た
は
世
帯

員
が
当
霊
園
の
使
用
許
可
を
受

け
て
い
な
い
方
。
申
込
者
は
世
帯

主
と
し
、
一
世
帯
一
区
画
と
し
ま

す
。

○
必
要
書
類

・
墓
地
使
用
許
可
申
請
書

※
斎
場
窓
口
及
び
さ
し
ま
環
境
管
理

事
務
組
合
窓
口
に
て
配
布

・
印
鑑
（
認
印
で
も
可
）

・
住
民
票
（
謄
本
）

※
発
行
後
1
か
月
以
内
の
も
の
で
世

帯
主
及
び
世
帯
全
員
の
定
住
年
月

日
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と

○
お
問
い
合
わ
せ

さ
し
ま
環
境
管
理
事
務
組
合
さ
し

ま
斎
場

☎
（87）
０
６
１
９

　
昨
年
７
月
10
日
か
ら
法
務
局
（
本

局
・
支
局
）
に
お
い
て｢

自
筆
証
書
遺

言
書
保
管
制
度｣

が
始
ま
り
、
多
く
の

方
か
ら
遺
言
書
の
保
管
申
請
が
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
本
制
度
を
利
用
し
て
、
自
筆
で
書

い
た
遺
言
書
を
法
務
局
に
保
管
し
て

い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
大
切
な
遺

言
書
の
紛
失
や
改
ざ
ん
等
を
防
止
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
詳
し
い
手
続
は
、
水
戸
地
方
法
務

局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://houm

u
kyoku.m

oj.go.jp/m
ito/

）
を
御

覧
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

水
戸
地
方
法
務
局
下
妻
支
局
総
務
係

☎
０
２
９
６
（43）
３
９
３
５

（
平
日
：
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後

５
時
15
分
ま
で
）

さ
し
ま
斎
場
か
ら
の

お
知
ら
せ

自
筆
証
書
遺
言
書
保
管

制
度
に
つ
い
て


